
町
で
は
、
新
め
い
わ
創
造
プ
ラ
ン

（
第
５
次
総
合
計
画
お
よ
び
都
市
計

画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）
策
定
に
あ
た

り
、
町
民
の
皆
さ
ん
の
ご
意
見
を
お

聞
き
す
る
た
め
「
新
め
い
わ
創
造
プ

ラ
ン
策
定
懇
談
会
」
の
委
員
を
募
集

し
ま
す
。
同
懇
談
会
は
、
今
回
募
集

す
る
委
員
の
ほ
か
各
種
団
体
お
よ
び

各
行
政
区
の
代
表
者
等
の
約
50
名
で

構
成
さ
れ
ま
す
。
将
来
の
明
和
町
を

ど
の
よ
う
に
描
く
の
か
、
魅
力
あ
る

”
ま
ち
づ
く
り
“
を
行
う
に
は
何
を

し
た
ら
よ
い
の
か
。
皆
さ
ん
と
一
緒

に
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

◇
対
象

町
内
に
住
所
を
有
す
る
18
歳
以
上

の
か
た

◇
定
員

６
名
（
応
募
者
多
数
の
場
合
は
、

抽
選
に
よ
り
選
考
）

◇
活
動
内
容

同
プ
ラ
ン
の
策
定
に
関
し
、
委
員

と
し
て
年
数
回
開
催
さ
れ
る
懇
談

会
に
出
席
し
「
こ
れ
か
ら
の
明
和

町
」
に
つ
い
て
ご
意
見
を
い
た
だ

き
ま
す
。

◇
任
期

委
嘱
日
か
ら
平
成
17
年
３
月
ま
で

（
予
定
）

◇
申
込
方
法

５
月
31
日
�
ま
で
に
、
住
所
・
氏

名
・
年
齢
・
職
業
・
電
話
番
号
を

明
記
し
、
左
記
の
い
ず
れ
か
の
方

法
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

①
は
が
き

〒
３
７
０
―
０
７
９
５

明
和
町
新
里
２
８
８
番
地

明
和
町
役
場
企
画
課
あ
て

②
Ｆ
Ａ
Ｘ

（84）
３
１
１
４

③
電
子
メ
ー
ル

info@
tow
n.m
eiw
a.gunm

a.jp

◇
問
い
合
わ
せ

企
画
課
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「
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す

る
法
律
」
い
わ
ゆ
る
「
合
併
特
例
法
」

は
、
市
町
村
の
合
併
の
円
滑
化
を
図
る

た
め
、
昭
和
40
年
に
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
法
律
は
、
10
年
間
の
時
限
法
と

し
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
そ
の

後
、
昭
和
50
年
、
60
年
お
よ
び
平
成
7

年
に
そ
れ
ぞ
れ
10
年
間
延
長
さ
れ
ま
し

た
。
平
成
7
年
の
改
正
の
際
に
は
、
期

限
の
延
長
と
併
せ
て
手
続
き
や
財
政
措

置
な
ど
の
面
で
、
推
進
方
策
の
拡
充
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
平
成
11
年

に
は
地
方
分
権
一
括
法
に
よ
る
改
正
が

行
わ
れ
、
一
層
の
拡
充
が
図
ら
れ
ま
し

た
。
平
成
17
年
3
月
31
日
を
適
用
期
限

と
す
る
合
併
特
例
法
を
念
頭
に
さ
ま
ざ

ま
な
検
討
が
さ
れ
て
い
ま
す
。
以
下
、

主
な
内
容
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

合
併
協
議
会

合
併
を
し
よ
う
と
す
る
市
町
村
は
、

合
併
の
是
非
も
含
め
て
市
町
村
建
設
計

画
の
作
成
や
そ
の
他
合
併
に
関
す
る
協

議
を
行
う
た
め
の
協
議
会
を
設
置
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
協
議
会
を

合
併
協
議
会
と
い
い
、
会
長
お
よ
び
委

員
は
、
関
係
市
町
村
の
議
会
議
員
、
首

長
、
そ
の
他
の
職
員
、
学
識
経
験
者
の

中
か
ら
選
任
さ
れ
た
者
で
構
成
さ
れ
ま

す
。

住
民
発
議
制
度

有
権
者
の
50
分
の
1
以
上
の
署
名
を

も
っ
て
、
市
町
村
長
に
対
し
て
、
合
併

協
議
会
の
設
置
の
請
求
を
行
う
こ
と
が

で
き
ま
す
。
こ
れ
は
住
民
の
意
向
を
尊

重
す
る
た
め
、
住
民
か
ら
市
町
村
合
併

の
提
案
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
も
の

で
す
。

市
町
村
建
設
計
画

市
町
村
建
設
計
画
は
、
市
町
村
の

合
併
に
際
し
、
合
併
関
係
市
町
村
の

住
民
に
対
し
て
将
来
の
ビ
ジ
ョ
ン
を

示
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
住
民
が
合
併

の
適
否
を
判
断
す
る
と
い
う
、
い
わ

ば
合
併
市
町
村
の
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
も
の
で
す
。

市
と
な
る
べ
き
要
件
の
特
例

平
成
17
年
3
月
31
日
ま
で
に
合
併

す
る
場
合
に
限
り
、
市
と
な
る
人
口

の
要
件
が
4
万
人
以
上
（
通
常
は
5

万
人
以
上
）
に
緩
和
さ
れ
ま
す
。
さ

ら
に
、
平
成
16
年
3
月
31
日
ま
で
に

合
併
す
る
場
合
に
は
3
万
人
以
上
と

な
り
ま
す
。

地
域
審
議
会

合
併
関
係
市
町
村
の
協
議
に
よ
り
、

期
間
を
定
め
て
旧
市
町
村
区
域
ご
と

に
地
域
審
議
会
を
設
置
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
審
議
会
は
合
併
市
町
村

の
首
長
の
諮
問
に
応
じ
て
審
議
し
、

ま
た
は
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
こ
れ
は
、
合
併
を
す
る
と
、

行
政
区
域
の
拡
大
に
よ
り
、
住
民
の

意
見
が
施
策
に
反
映
さ
れ
に
く
く
な

る
と
い
う
懸
念
が
あ
る
こ
と
か
ら
創

設
さ
れ
た
合
併
市
町
村
の
付
属
機
関

で
す
。

町の中央部

【
合
併
特
例
法
】
①

”ま
ち
づ
く
り
“に
あ
な
た
の
意
見
を

「
新
め
い
わ
創
造
プ
ラ
ン
策
定
懇
談
会
」
委
員
募
集
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